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平成 25 年 11 月 18 日 

復 興 事 業 局 

 

津波浸水区域における支援制度の拡充について 
 

 

本市の津波浸水区域においては、これまで、防災性の向上や早期の住宅再建に資する支

援を行ってきたが、車・農機具・家財などの動産の流出や、ローンを組めずに資金を工面

して建替え等をするなど、経済的な負担が大きいことなどを考慮し、これまでの建替えに

対する利子相当額補助に加え、建替えへの直接補助及び修繕に対する補助を行う。 

 

１ 住宅を建て替える方への支援 

（１）対象区域 

東日本大震災による津波浸水区域とする。（別図「災害危険区域」，「区域Ａ」及び

「区域Ｂ」） 

（２）対象者 

   以下のいずれかに該当する者で，かつ，震災により「全壊」又は「大規模半壊」

した住宅を建て替える者とする。 

ア 被災時に対象区域内において居住していた者で，被災時に居住していた住宅

を所有し，又はその住宅の敷地を所有していた者 

イ 被災時に対象区域内において，親族が所有していた住宅，又は親族がその敷

地を所有していた住宅に居住していた者 

ウ ア又はイの親族で，これらの者の住宅の再建を行う者 

（３）補助対象 

対象区域内の対象者が現地（災害危険区域を除く。）や移転先で住宅を建設・購入

するための経費に対して直接補助するもの。 

なお，「区域Ａ」及び「区域Ｂ」の対象者が移転する場合は，移転先が市内の市街

化区域の場合に限って支援する。ただし，農業や漁業を営む者又は区域Ａから移転

先に５戸以上まとまって移転する者については，市内の市街化調整区域に移転する

場合も支援対象とする。 

（４）補助金の上限額 

 直接補助 １００万円 

ただし，既存制度による住宅の建設又は購入に係る借入利子相当額補助を受ける場

合は，上限額を５０万円とする。 

なお，防災集団移転促進事業等による建物移転料等を受けて移転する方で，上記

の上限額を超える建物移転料等を受けた場合は，当該補助の対象外とする。 
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２ 住宅を修繕する方への支援 

（１）対象区域 

東日本大震災による津波浸水区域のうち，災害危険区域を除く区域とする。（別図

「区域Ａ」及び「区域Ｂ」） 

 

（２）対象者 

以下のいずれかに該当する者で，かつ，震災により「全壊」又は「大規模半壊」

した住宅を修繕する者とする。 

ア 被災時に対象区域内において居住していた者で，被災時に居住していた住宅

を所有し，又はその住宅の敷地を所有していた者 

イ 被災時に対象区域内において，親族が所有していた住宅，又は親族がその敷

地を所有していた住宅に居住していた者 

ウ ア又はイの親族で，これらの者の住宅の修繕を行う者 

 

（３）補助対象 

対象区域内の対象者が，住宅の修繕を行うための資金を金融機関等から借り入れ

る場合の利子相当額に対する補助又は修繕経費（100 万円を超える修繕経費の部分に

限る。）に対して直接補助するもの。 

 

（４）補助金の上限額 

・修繕資金借入利子相当額補助 １００万円 

・修繕経費に対する直接補助   ５０万円 

ただし，修繕資金借入利子相当額補助を受ける場合は，上限額を２５万円とす

る。 

 

３ 事業期間 

平成 26 年 2 月（予定）から平成 30 年 3 月 31 日まで 

ただし、「区域Ａ」からの移転再建への支援は、平成 34 年 3 月 31 日までとする。 

なお，本制度創設前に住宅を再建した場合についても遡及して適用する。 
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４ 既存の支援制度との関係について 

今回拡充する支援制度と津波浸水区域で行っている既存の支援制度との関係は下

表のとおり。（網掛け部分は今回拡充する支援。） 

 

   別図「区域Ｂ」 別図「区域Ａ」 
別図 

「災害危険区域」 

現
地
再
建 

建替え 

利子相当

額補助 
住宅建設：上限 250 万円

住宅建設：上限 250 万円 

(盛土・嵩上げ補助との

併用可能) 

 

 

 

住宅建設・

購入経費 

に対する 

直接補助 

上限 100 万円 

（ただし，利子相当額補助を受ける場合は上限 50 万円）

修繕 

利子相当

額補助 
上限 100 万円 

修繕経費

に対する 

直接補助 

対象：100 万円を超える修繕経費の部分 

上限  50 万円 

（ただし，利子相当額補助を受ける場合は 上限 25 万円）

盛土・基礎の嵩上げ  上限 460 万円 

移
転
再
建 

利子相当額補助 

住宅建設：上限 250 万円

住宅用地：上限 150 万円

引越し ：上限 20 万円

住宅建設：上限 444 万円 

住宅用地：上限 264 万円 

引越し等：上限 78 万円 

住宅建設：上限 444 万円

住宅用地：上限 264 万円

引越し等：上限 78 万円

住宅建設・購入経費

に対する直接補助 

上限 100 万円 

（ただし，利子相当額補助を受ける場合は 上限 50 万円） 

 
 

５ 今回拡充する支援制度の対象世帯と総事業費 

 対象世帯 約４，３００世帯 

総事業費 約１８億円（平成25年度分として約２億円を第4回定例会補正予算計上） 
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凡例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区域Ｂ 

大規模半壊以上約 800 世帯

区域Ａ 

大規模半壊以上約 2,000 世帯 

「区域Ｂ」 

■現地再建支援 

・住宅建設の利子補助+直接補助 

  上限２５０万円＋上限５０万円 

・住宅建設の直接補助 

上限１００万円 

・修繕の利子補助＋直接補助 

上限１００万円＋上限２５万円 

・修繕の直接補助 

上限 ５０万円 

※修繕の直接補助は 100 万円を超え

る修繕経費の部分に限る 

■移転再建支援 

・住宅建設の利子補助+直接補助 

  上限２５０万円＋上限５０万円 

・住宅建設の直接補助 

上限１００万円 

・住宅用地の利子補助 

  上限１５０万円 

・引越し費用補助 

  上限 ２０万円 

区域Ａ 

区域Ｂ 

区域Ｂ 

区域Ａ 

災害危険区域

「区域Ａ」 

■現地再建支援 

・盛土・かさ上げ補助 

  上限４６０万円 

・住宅建設の利子補助+直接補助 

  上限２５０万円＋上限５０万円 

・住宅建設の直接補助 

上限１００万円 

・修繕の利子補助＋直接補助 

上限１００万円＋上限２５万円 

・修繕の直接補助 

上限 ５０万円 

※修繕の直接補助は 100 万円を超え

る修繕経費の部分に限る 

■移転再建支援 

・住宅建設の利子補助+直接補助 

  上限４４４万円＋上限５０万円 

・住宅建設の直接補助 

上限１００万円 

・住宅用地の利子補助 

  上限２６４万円 

・引越し・解体補助 

  上限 ７８万円 

「災害危険区域」 

【防災集団移転促進事業等】 

■移転再建支援 

・跡地の買取 

・建物移転料 

・移転先地借地料免除 

・住宅建設の利子補助+直接補助 

  上限４４４万円＋上限５０万円

・住宅建設の直接補助 

上限１００万円 

・住宅用地の利子補助 

  上限２６４万円 

・引越し・解体補助 

  上限 ７８万円 

※ゴシック体（ｱﾝﾀﾞｰﾗｲﾝ）部分が拡充支援 

独自支援制度拡充区域図 

・・・災害危険区域 

・・・区域Ａ

・・・区域Ｂ

災害危険区域 

約 1,500世帯

別 図 


